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○

家屋の建築工事未着手では小宅減不可，最高裁判決

Q:居住用建物の着工前に開始した相続に

ついて、小規模宅地特例が適用できるかどう

かで争われていた裁判の最高裁の判決が出た

そうですが、その内容を教えてください。

A:最高裁の判決も、小規模宅地の特例は

認められない旨の一・二審と同旨の判決を下

しています。

【解説】

この裁判は、居住用建物の建築着工前に開

始した相続に対して、小規模宅地特例が適用

できるかどうかで、適用は認められないとし

た税務署処分を支持した一・二審判決の取消

を納税者が求めていた上告裁判です。

今回の判決では、原審判決を引用するかた

ちで、「建築中の居住用建物の敷地が、本特

例に定める居住用宅地として取り扱われるた

めには、敷地の使用が具体化・現実化してい

なければならず、そのためには、少なくとも

相続開始時点で現実に家屋の建築工事が着手

されている必要がある」としています。

上告人側が強調していた、既に地盤調査が

行われていたことについては、「ビル建築の

場合におけるそれとは規模が異なり、地盤の

概況把握のための準備調査に過ぎず、建物の

基礎工事に着手していたことにはならない」

との判断を示しています。

また、宅地分譲業者により、給水管やガス

の引込管等の施設・設備が宅地購入前に設置

済であったことについても、構築物として独

立した効用を有しないとして上告人の主張を

退けています。


